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第1部 総 論

第1章 通信及び情報化の現況

昭和54年 度の我が国の経済は,石 油価格上昇の影響を受けながらも,政 府

見通し(6%)を 若干上回る6.1%の 成長率を示 し,安 定成長の軌道に乗っ

ていることを裏付けた。これは,民 間設備投資,輸 出が10%を 超える伸びを

示し,個 人消費 も5.0%増 と昨年度(6.2%)よ りやや鈍化したものの好調

な伸びをみせた結果である。

社会経済活動の基盤をなす通信の分野は,こ のような経済動向と密接な関

連を有している。54年 度においては,日 本電信電話公社(以 下 「電電公社」

とい う。)予算において,建 設勘定予算が,1兆6,800億 円と,過 去最 高 で

あった52年度 と同規模の投資額となった。また,内 国郵便物数は近年にない

伸び率を示 し,一 般加入電話の新規架設数 も,53年 度実績を若干上回った。

通信サービスの総生産額(収 入額)は,郵 便,放 送及び電信電話ともに好

調な伸びを示 し,5兆7,857億 円と前年度に比べ6.8%の 伸び となった。

本章では54年度の通信について,ま ず年間の状況を概括的には握 し,次 い

で,通 信事業経営の現状,通 信関連産業の動向及び家計 と通信について,54

年度の社会経済動向との関連を明らかにし,さ らに我が国の情報化の動向及

び諸外国における通信政策及び事業運営を巡る動向について取 り上げること

とする。
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第1節 昭和54年 度の通信の動向

1通 信の動向

(1)概 況

ア.国 内通信の動向

最近の国内通信の動向は第1-1-1図 のとお りである。

郵便サービスについてみると,54年 度の内国郵便物数は152億 通(個)で,

対前年度比6.8%の 増加とな り,38年 度以来の高い伸び率 となった。

また,54年 度は,統 一地方選挙(4月),衆 議院議員選挙(10月)の 二つ

の大きな選挙があ り,1億 通を超える選挙郵便物があった。

年賀及び選挙郵便物を除いた平常信の動きをみると,123億 通(個)と な

り,対 前年度比6.1%の 伸びを示している。

これを郵便サービスの生産額でみると,対 前年度比5.2%増 の7,895億 円

第1-1-1図 国 内通信 の動向
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とな った 。

な お,53年 度 の国 民1人 当 た り差 出通 数 を諸 外 国 と比較 す る と,我 が 国

は,124.6通 で あ り,米 国 の444,4通,英 国 の181.4通,西 独 の224.6通 と比 べ

て相 当 の隔 た りが あ る。

電 信 サ ー ビス につ い てみ る と,電 報 の発 信 通 数 は,38年 度 の9,461万 通 を

ピー クに 毎年,減 少 を続 け て きた が,53年 度 か ら増 加 に 転 じ54年 度 に おい て

も4,105万 通 と対 前 年 度 比4.7%の 増 加 とな り,53年 度 に 続 き2年 連 続 の増 加

とな った 。 また,利 用 内容 をみ る と慶 弔 電報 の全 体 に 占め る割 合 が年 々増 加

し,54年 度 で は73%と な った。 そ の反 面,「 チ チ キ トク」 とい った緊 急 内容

の電 報 はわ ず か0.4%を 占 め る にす ぎな くな って い る。

また,国 民1人 当 た り利 用通 数 は年 間0.4通 と少 な いが,英 国,西 独 等 の

0.1通 に 比 べ る と高 い値 を示 して い る。 これ は 慶 弔電 報 の利 用 が 多 い こ とな

どに よる も の とみ られ る。

加 入電 信 加 入 数 は,51年 度 末 の7万6千 加 入 を ピー クに減 少 傾 向 とな り,

54年 度 末 に は6万3千 加 入 と,対 前 年 度 比6.7%の 減 少 とな った 。 これ は 新

規需 要 の伸 び悩 み に加 え,デ ー タ通 信 や フ ァ クシ ミ リ等 の他 の通 信 メデ ィア

へ の移 行 が あ った た め とみ られ る。

54年 度 の これ ら電 信 サ ー ビス の生 産 額 は,加 入 電 信 加 入数 の減 少 のた め,

674億 円 と対 前 年度 比4.0%の 減 少 とな っ た。

54年 度 末 の加 入 電 話等 加 入 数 は,3,776万 加入 に達 した 。 この うち一 般 加

入 電 話 に つ い て は,増 設 予 定 数140万 加 入 に 対 し,135万 加 入 が増 設 され,予

定 数 を 下 回 った もの の,前 年 度 実 績 を若 干上 回 っ た。 また,地 域集 団電 話 に

つ いて は,20万6千 加 入 が一 般 加 入 電 話 に変 更 され た 。

電 話 の普 及 状 況 に つ い て み る と,人 口100人 当 た りの加 入 電 話 普 及 率 は

32.4加 入 とな った。

また,電 話 機 数 で は,米 国 に 次 い で世 界 第2位,人 口100人 当 た り電 話機

数 で は,米 国,ス ウ ェーデ ン,ス イ ス,カ ナ ダ,二 凸一 ・ジ ー ラ ン ド,デ ソ

マ ー クに 次 い で 第7位 に 位 置 して い る。 住 宅 にお け る電 話 の普 及 及 び 事 業所
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に お け る経 営 効 率 化 のた め の 通信 利 用 の高 度 化 等 を 背 景 と して,電 話 に対 す

る 国民 の ニ ー ズは 高 度化,多 様 化 の傾 向を 強 め,各 種 の 附 属 装 置等 も全 体 的

に 着 実 に増 加 して い る。 電 電 公 社 が 提 供 して い る附属 装 置等 の うち,親 子 電

話 は500万 個 に も及 び,プ ッ シ ュホ ン285万 個,ホ ー ムテ レホ ソ79万 セ ッ

ト,ビ ジネ ス ホ ン380万 個,電 話 フ ァ クス1万2千 台 とな って い る。 ま た ・

従 来 か らの サ ー ビス に加 え,「 自動 車 電 話」,「電 話 フ ァ クス1分 機 」,「シル バ

ー ホ ン(ひ び き)」 等 が 新 た に提 供 され る よ うに な った 。

電 話 サ ー ビス の生産 額 に つ い て は,対 前 年 度 比5.4%増 の3兆3,950億 円 と

な った。

な お,農 林 漁 業 地 域 の通 信 手 段 と して利 用 され て い る有 線 放 送 電 話 の端 末

設 備 は,前 年 度 に比 べ て4.2%減 少 し179万 台 とな った。

ま た,54年 度 の有 線 放送 電話 の生 産 額 は,前 年 度 に比 べ1.4%減 の180億 円

とな った 。

専 用 サ ー ビス は,企 業 の情 報 流 通 量 の増 加 傾 向 に伴 い,電 話 の ほか デ ー タ

伝 送,フ ァ ク シ ミ リ伝 送 等 多 様 な用 途 に 利 用 され て い る。

そ の利 用動 向 を 回線 数(D～J規 格 ・符 号 品 目)で み る と,54年 度 末 現

在,対 前 年 度比3.0%増 加 し29万8千 回 線 とな った 。 これ を 規 格 別 にみ る

と,主 と して通 常 の音 声 伝 送 に 利 用 され て い るD規 格 が,21万6千 回 線 と,

全 体 の72.5%を 占め て い る。54年 度 の専 用 サ ー ビス の 生産 額 は,対 前 年 度 比

10.5%増 の860億 円 とな った。

飛 躍 的 な発 展 を 遂 げ て きた デ ー タ通 信 は,54年 度 も順 調 に推 移 し,デ ー タ

通 信 シス テ ム数 は,前 年 度 に 比 べ34.6%増 加 し,4,668シ ス テ ム(私 設 シス

テ ムを 除 く。)と な った 。

デ ー タ通 信 回 線 の うち,特 定 通信 回線 は8万4千 回 線 と前 年 度 に 比 べ て

23.9%増 加 して お り,公 衆 通信 回線 も2万4千 回 線 と対 前 年 度 比45.3%の 増

加 とな った。

この よ うな 状 況 の下 で,電 電 公 社 の デ ー タ通 信 サ ー ビス の生 産 額 は,前 年

度 比 で18.1%増 加 し,1,374億 円 とな った。
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放 送 関 係 で は,日 本放 送 協 会(以 下 「NHK」 とい う。)の テ レ ビジ ョン放

送 の 受 信 契 約 総 数 は,54年 度 末 に お い て 対 前 年度 比1.9%増 の2,893万 件 とな

った 。 この うち,カ ラー契 約 は,2,601万 件 とな り,契 約 総 数 の89.9%と な

った が,普 及 の進 展 と ともに 年 度増 加数 の伸 び は 鈍 化 して い る。

一 方
,ラ ジオ放 送 は,カ ー ラ ジオ及 び ラジ オ ・カセ ッ ト等,若 い 世 代 を 中

心 と した需 要 に支 え られ て 地 道 な発 展 を 続 け て い る。

放送 サ ー ビス の生 産 額 につ い て は,NHKで は対 前 年 度 比2.5%増 の2,144

億 円 とな った。 また,民 間放 送 で は,ス ポ ッ ト収 入 を 中心 とす る広 告料 収 入

の 伸 び に支 え られ て 対 前 年度 比13.2%増 の9,368億 円 とな って い る。

イ.国 際 通 信 の動 向

最 近 の国 際 通 信 の動 向 は,第1-1-2図 の とお りで あ る。

外 国郵 便 物 数(差 立 及 び到 着)は,対 前 年 度比2.0%増 の2億2,609万 通

(個)で あ った 。 通 常 郵 便物 の地 域 別 交 流 状 況 を み る と,差 立 で は,ア ジ ア

州 が最 も多 く31.1%を 占 め,到 着 では 北 ア メ リカ州が36。6%と 最 も多 い。 ま

た,航 空 便 の 占め る割合 は,年 々上 昇 して お り,差 立 及 び 到着 を含 めた 外 国

郵 便 物 数 全 体 で,54年 度 は79.0%と な った。

国際 電 信 サ ー ビス につ い てみ る と,国 際 電報 は 国際 加 入 電 信 の普 及 等 に よ

り,近 年 停 滞 の傾 向 に あ り,54年 度 に お け る取 扱 数 は368万 通 と前 年 度 に引

き続 き10,7%の 減少 とな った 。 地 域 別 に み る と,ア ジ ア州 が最 も多 く57%を

占め て い る。

国 際 加 入 電信 取 扱 数 は 活 発 な 貿 易 活動 に支 え られ,対 前 年 度 比17,4%増 の

3,272万 度 とな った 。 また,54年 度 末 の国 際 加 入電 信 加 入 数 は6,865加 入,電

電 公 社 の 加 入電 信 加 入 者 の うち,国 際利 用 登 録 者 数 は,1万8,756加 入 で,

そ れ ぞ れ順 調 な伸 び を 示 して い る。

な お,国 際 電 信 サ ー ビスの 生 産額 は,対 前 年 度 比6.4%増 の530億 円 と な っ

た 。

国 際 電話 サ ー ビス につ い て み る と,そ の通 話 度 数 は対 前 年 度 比24.9%増 の

1,959万 度 とな り,こ れ を生 産 額 でみ る と,対 前 年 度 比20.3%増 の681億 円 と
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な った。 対 地 別 に は ア ジ ア州 が 最 も多 く,52%を 占め て い る。 な お,48年3

月 に 開始 され た 国際 ダイ ヤ ル通 話 は,全 発 信 度 数 の25.6%を 占め,53年 度 に

比 べ 約54%増 の 急 成長 を遂 げ て お り,今 後 国 内利 用 可 能 地 域 の拡 大 と と もに

増 加 す る こ とが予 想 され る。

貿 易 商 社 や 銀 行 等 で 利 用 され て い る国 際 専 用 回 線等 の サ ー ビス は,54年 度

末 現在 で音 声 級 回線192回 線,電 信級 回線576回 線 とな り,前 年 度 に 比 べ 各 々

12.3%,0.9%の 増 加 とな った 。 これ を サ ー ビス の生 産 額 で み る と対 前 年 度

比16.8%増 の111億 円 と な って い る。
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第1-1-3表 通信サービスの生産額

(単位:億 円)

区 別

郵 便

公 社 電 話

有 線 放 送
電 話

国 際 電 話

公 社 電 信

国 際 電 信

公 社 専 用

国 際 専 用

公 社 デ ー タ
通 信

国 際 そ の 他

NHK

民
間
放
送

ラ ジ オ

テ レビ ジ ョン

計

53年 度

7,503

32,225

182

566

702

498

778

95

32,973

1,200

873

1,163

76

2,092

1,055

7,224

10,371

54,159

54年 度

7,895

33,950

180

681

34,811

674.

1,204

530

860

111

971

1,374

90

2,144

1,221

8,147

H,512

57,857

増△減率(%)

5,2

5,4

△1.4

20.3

5.6

△4.0

6.4

10.5

16.8

0.3

11.2

18.1

18.5

2.5

15,7

12.8

11.0

6.8

備 考

郵政事業特別会計に
おける郵便業務収入

電電公社の電話収入

事業収入

国際電電の電話収入

電電公社の電信収入

国際電電の電信収入

電電公社の専用収入
(データ通信収入 を

除 く。)

国際電電の専用収入

電電公社のデ ータ通
信収入

国際電電のその他の
収入

受信料収入と交付金収
入

民間放送各社のラジ
オ営業収入

民間放送各社のテ レ
ビ営業収入

参

考

国民総生産1・ ・9…21 2,248,663 7.5

民間最終消費支出 1,212,7381,321,676 9.0

(注)1.有 線放送電話 は郵政省資料,そ の他は各年度決算に よる。

2.国 民総生産,民 間最終消費支出は,経 済企画庁資料に よる。
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(2)主 な 動 き

ア。郵便事業財政のひっ迫

郵便事業財政は,51年1月 の料金改定により一時期好転 したものの,53年

度には再び赤字に転 じ,54年 度末現在2,124億 円という多額の欠損金を抱え

るに至 っている。

こうした中で,54年12月 の郵政審議会答申は,郵 便事業財政を改善する方

策を次のように提言 した。郵便事業財政は今や深刻な事態に立 ち 至って お

り,こ のまま推移するならぽ,事 業の円滑な運営を確保することが困難であ

る。事業の健全経営の観点から遅きに失することなく収支の均衡を回復する

ために,① 経営の効率化,② 郵便料金の改定,③ 料金決定方法の弾力化を図

る必要があるとしている。

郵政省では,こ の答申の趣 旨を踏 まえて,郵 便事業財政の健全化に取 り組

んでいる。

イ,電 気通信政策局の設置

電気通信行政の一層の充実を図るために,55年7月1日,郵 政省に新たに

電気通信政策局が設置され,こ れに伴い,大 臣官房に置かれていた電気通信

監理官等が廃止された。

電気通信政策局は,情 報化の進展 と行政事務の増大に対応 して設置された

ものであり,多 種多様な通信メデ ィアの調和ある発展の促進,国 際機関にお

ける我が国の諸活動の推進,通 信全般の長期的,総 合的な将来 ビジョソの検

討 と電気通信政策の樹立等の問題に積極的かつ的確に対処 していくこととし

ている。

ウ,自 動車電話サービス等の開始

54年12月,電 電公社の自動車電話サービスが開始された。 この サ ー ビス

は,自 動車に設置する無線電話(自 動車電話)と 全国の加入電話の間,及 び

自動車電話相互間で通話を行 うことができるもので,当 面,東 京23区 内を対

象 としているが,55年 度には大阪地区と東京周辺においてもサービスを提供

する予定である。
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また,55年5月,移 動 しながら通信を行 うことができるサービスとして室

内を自由に持ち運んで通話ができる電電公社のコー ドレスホンのサービスが

開始された。

エ.国 際通信料金の改定

国際電信電話株式会社(以 下 「国際電電」 という。)は,54年10月1日,

国際専用回線料金を電信級,音 声級ともに約10%引 き下げた。 また,54年12

月1日 には国際通話料金を8～25%,国 際加入電信料金を17%そ れぞれ引き

下げた。さらに,55年7月1日,国 際通話料金を10～55%,国 際専用回線料

金を電信級については平均30%,音 声級については平均23%そ れぞれ引き下

げた。

オ.デ ィジタルデータ網によるサービスの開始

電電公社では,時 分割交換技術,デ ィジタル伝送技術,パ ケット交換技術

などを用いた回線交換サービス,パ ケット交換サービスを開始 した。これは

従来の回線に比べて通信速度,接 続時間,伝 送品質等が改善されてお り,デ

ータ通信により適 したものとなっている。

この うち,54年12月 に開始された回線交換サービスは,電 話交換 と同じよ

うに,通 信のたびに回線が設定されるもので,比 較的長文の通信に適 した方

式である。

また,55年7月 に開始 されたパケット交換サービスは,発 信側から送 られ

るデータをいったん交換機に蓄積 し,「 パケット1と 呼ばれる 一定の長さの

電文に分割 して伝送する方式である。これによって,速 度の異なる端末相互

間の通信や一本の加入回線を使って複数の端末と同時に通信することが可能

となった。

カ.NHK受 信料額の改定

NHKは55年 以降生ずることが予想される大幅な収支不足を改善 し,公 共

放送機関として必要な財政基盤の安定を図るため,55年5月,4年 ぶ りに受

信料を改定 した。新受信料額は,55年 度から57年度にわたる経営計画に基づ

き,期 間中の収支の均衡を図る見地から算定されたものである。



一10一 第1部 総 論

キ.テ レビジョン放送の難視聴対策の進展

郵政省は,辺 地におけるテ レビジョソ放送難視聴を解消するために,共 同

受信施設の設置費に対する補助制度を54年度から創設 した。

ク.宇 宙通信実用化体制の整備

我が国における通信,放 送分野の本格的な衛星実用化に備え,こ れらの分

野の衛星を一元的に管理するための機関として,54年8月13日 「通信 ・放送

衛星機構」が設立された。

同機構が管理する実用衛星のうち,通 信衛星については,57年 度及び58年

度に打ち上げることを 目標に,54年 度から開発が進められている。また,放

送衛星については 「宇宙開発計画」(55年3月:宇 宙開発委員会決定)に お

いて,58年 度及び60年 度に打ち上げることが決定され,55年 度から開発に着

手することとなった。

ケ.電 波法の一部改正

海上における人命の安全のための無線通信に関する国際動向及び我が国に

おける宇宙通信の進展に対処するため,電 波法の一部が改正され,55年5月

25日 から施行された。その主な内容は,① 一定の義務船舶無線電信局につい

て,無 線電話の国際遭難周波数での無休聴守を義務づけたこと,② 船舶への

備付けを義務づけられたレーダは,型 式検定に合格 したものでなければなら

ないこと,③ 人工衛星局は遠隔操作により電波の発射の停止等の措置をとる

ことができるものでなければならないことなどである。

コ.キ ャプテソシステムの実験開始

53年4月 の構想発表後,郵 政省 と電電公社が関係各方面の協力を得て準備

を進めてきたキャプテンシステムの実験サービスが,54年12月25日 に開始さ

れた。この実験は55年度も継続して行われてお り,実験を通 じてシステムの技

術的可能性や国民のニーズ等について詳細な検討を行 うこととなっている。

サ.大 規模地震対策の推進

郵政省は大規模地震対策特別法に基づき,55年5月 郵政省防災計画の一部

として省の所掌事務にかかわる 「地震防災強化計画」を定め,地 震防災応急
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対策上,必 要な公衆電気通信及び放送の確保に関す る規定の整備を行ってい

る。

シ.万 国郵便大会議の開催

第18回 万国郵便大会議が1979年9月12日 か ら10月26日 まで,リ オ ・デ ・ジ

ャネイロにおいて開催 された。大会議は,万 国郵便連合(UPU)の 最高機関

であ り,5年 に1回 開かれる。

今回の大会議では,通 常郵便物の料金,到 着料,損 害賠償金等 の 引 上 げ

や,郵 便物の差出し及び包装条件等について決定が行われた。また,我 が国

は,こ の大会議において,郵 便研究諮問理事会の理事国に再選された。

ス.世 界無線通信主管庁会議の開催

無線通信規則及び追加無線通信規則を全般的に見直すための世界無線通信

主管庁会議(WARC-79)が1979年9月24日 か ら12月6日 まで,ジ ュネー

ブにおいて20年ぶ りに開催 された。 この会議においては,技 術の進歩や電波

需要の多様化を背景に,先 進国,発 展途上国の双方か らそれぞれの立場を反

映 した電波の利用についての様々な意見や要求が出され,対 立もみ られ た

が,最 終的には妥協がなり,所 期の目的を達成した。

会議の成果は多岐にわたっているが,主 なものは,① 周波数帯分配表,②

技術的基準,③ 国際周波数管理制度,④ 無線局の管理規定等の関係規定を技

術進歩,電 波利用の多様化等の状況に対応できるように改正 した こ とで あ

る。

セ.国 際電気通信連合加盟100年

54年10月13日,我 が国は,1879年(明 治12年)に 現在の国際電気通信連合

(ITU)の 前身である万国電信連合に加盟 してから100年 を迎え,各 種の記

念行事が催 された。

1865年にパ リで締結 された万国電信条約によって創設された万国電信連合

は,国 際無線電信連合と1932年 に合併 し,ITUと なった。さらにITUは,

1947年 に国際連合の専門機関とな り現在に至っている。

我が国は,1959年 以来管理理事国に選出され,ITUの 実質的運営に参画
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しているのをはじめ,多 くの分野において世界の電気通信の発展に貢献 して

きている。

ソ.ガ ット政府調達問題

東京 ラウンド交渉一関税及び貿易に関する一般協定(ガ ット)に 基づ く多

角的貿易交渉一における交渉事項 とな り,特 に日米間の交渉において電電公

社への適用等を巡 り多 くの議論を生ぜ しめた 「政府調達に関する協定」につ

いて,政 府は55年4月,国 会の承認を得てこれを受諾 し,同 協定は,同 年5

月,条 約 として公布され,わ が国については,56年1月1日 からその効力を

生ずることとなった。

本協定に関し,電 電公社は,公 衆電気通信設備及び地方機関による調達を

除 き,そ の適用を受けることとなっているが,公 衆電気通信設備の調達に関

する扱い等については,54年6月 の牛場 ・ス トラウス会談に基づ く日米共同

発表の合意の趣旨に従い,日 米間において,な お交渉継続の状況にある。

2昭 和54年 度の社会経済動向と通信

(1)通 信事 業 経 営 の 現状

ア.通 信 事 業 の収 支 状 況

54年 度 に お け る通 信 事 業 の収 支 状 況 は,安 定 した経 済 の成 長 に もかか わ ら

ず,一 部 に悪 化 の傾 向が み られ た 。 これ は,主 に人 件 費 等 の経 常 経 費 が 増 加

して い る こ とに よ る も ので あ る。 以 下,個 々の 事 業 に つ い て54年 度 の収 支 状

況 を 概 観 す る こ と とす る(第1-1-4表 及 び 第1-1-5図 参 照)。

郵 便 事 業 に つ い て は,53年 度 の219億 円 の赤 字 に続 き,54年 度 に お い て も

収 入 は8,691億 円(対 前 年 度 比5・0%増),支 出は8,915億 円(対 前 年 度 比4.9

%増)で224億 円 の赤 字 と な り,累 積 欠 損 金 も2,124億 円 と な った 。

電 電公 社 に つ い て は,収 入 は3兆8,556億 円(対 前 年 度 比6.4%増),支 出

は3兆4,027億 円(対 前 年 度 比5・3%増)と な り,4,529億 円の 収 支 差 額 が 生 じ

た。 これ は ・事 業 収 入 が 順 調 で あ った 一 方 ・ 事 業 支 出 の増 加 率 が,金 融費 用

の減 少 等 に よ り低 下 した た め で ・ これ に よ り財 務 体 質 は,更 に改 善 され た 。
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第1-1-4表 通信事業の収支状況

区 別
年

度
収 入

支 出
収支差額収支率

総 額 人磐

郵 便事業
53

54

百 万 円 百 万 円%百 万 円%
828,035849,88071.7△21,845102.6

869,051891,50672.1

(lO5,0)(104.9)

△22,455102.6

百万円 百万円
醜 公社lll;lll鰐1澱:lll

(106.4)(105.3)

%百 万 円

33.4390,756

33.5452,942

%

89.2

88。3

国際醜 器
百 万 円 百 万 円%

129,205119,42736.6

147,576130,78833.2

(lI4.2)(109.5)

百 万 円

9,778

16,788

%
92.4
88.6

有 線 放 送53
電 話54

万 円 万 円%

2,2842,24351.5

2,4122,35150.8

(106.3)(105.3)

円

41

61

万 %
98.2
97.5

53NHK

54

百 万 円

214,589

219,546

(102.3)

百 万 円%百 万 円

211,17036.03,419

230,85035.1△11,304

(109,3)

%
98.4
105.1

民

間

放

送

53
54

オ
ビ
社

ジ

レ
営

ラ
テ
兼

百 万 円 百 万 円%

9,6458,44834.O

lO,8679,45632.4

(112.7)(lll.9)

百 万 円

1,197

1,411

%
87.6
87.0

ラジオ53

単営 社54

百 万 円

3,218

3,750

(116.5)

百 万 円%百 万 円

2,83728.5381

3,29926。4451

(116.3)

%
88.2
88.0

百 万 円

テ レ ビ538,538

単 営 社549,345
(109.5)

百 万 円%百 万 円

7,44921.21,089

8,13720.21,208

(109.2)

%
87.2
87.1

全 産 業 器

億 円
4,671,452

5,748,989

(123.0)

億 円%億 円

4,513,25311.Ol58,199

5,502,68610。2246,302

(12L9)

%
96.6
95.7

億 円

531,643,757製 造 業

542,013,028

(122.5)

億 円%億 円

1,566,41015.277,347

1,883,06513.9129,964

(120.2)

%
95.3
93.5

電 気 業 豊

億 円
65,731

74,305

(ll3.0)

億 円%億 円

53,86713.711,864

67,69411,66,611

(125.7)

%

82。0

91.1

備 考

郵便事業 の直接収支
のほかに郵便事業に

係るその他雑収入及
び総係費 等 を 含 む
(損益計算 による。)。

損益計算書による総
合収支

損益計算書による総
合収支

910施 設

850施 設

た
値
支

当
均
収

。

設
平
外
む

施

の
業
含

1
り
事
を

損益計算書による総
合収支

社

社

だQ
6

3

3

社

社
17

17

55社

57社

り

書
合

た
値
算
総

当
均
計
る

社
平
益
よ
支

1
の
損
に
収

大蔵 省 「法人企業統

計年報 」及び 「法人
企業統計季報」に よ
る。

資 本金1,000万 円以上
の企業 を対象 とす

る。

(注)()内 は対前年比(%)を 示す。
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国際 電 電 につ い て は,収 入1,476億 円(対 前年 度比14.2%増),支 出 は1・308

億 円(対 前 年 度 比9.5%増)と,差 引 き168億 円 の収 支 差 額 を 計 上 した。

NHKに つ い て は,収 入 は2,195億 円(対 前 年 度比2.3%増),支 出は2・309

億 円(対 前 年 度 比9.3%増)で 差 引 き113億 円 の赤 字 とな った。

民 間放 送 につ い て は,収 入 が広 告 料 収 入 の堅 調 な伸 び に 支 え られ て ・ 対前

年 度 比13.3%増 の9,876億 円 とな っ たが,支 出が12.9%増 の8,603億 円 とな

り,収 支 差 額 は16.4%増 の1,273億 円 とな った。

第1-1-5図 通信事業の収支率

130

120

収110

支

率100

,!,つ/

/

二=二=二 二 ＼ 一_,-」 一

NHK

郵便事業

国際電電『一一}電 電公社

民間放送

80

%(〔
」__⊥__一__一___」___⊥____ユ

48年 度495051525354

・注)1・ 収支率一叢懸 ・1・・

2.民 間放送は全社(54年 度は110社)の 平均 値であ る。

イ.通 信事業の財務構造

54年度における各事業体の財務比率は第1-1-6表 のとお りである。

郵便事業では,人 力依存度が高い事業の性格によるほか,局 舎借入れ,輸

送の外部委託等の運営形態をとっていることにより,労 働装備率 と総資産に
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第1-1-6表 通信事 業の財務比率

区 別 年度

総資産に
占める固
定資産比
率

固 定

比 率

固定資産
対長期資
本 比 率

負 債

比 率

流 動

比 率

労 働

装備率

郵 便 事 業
53

54

%
61.2

58.2

%
139.4

143.4

%
93.3

92.9

%
127.9

146.4

%
112.8

112.0

千 円

3,568

3,798

53 90.9285.194.9213。5184.620,648

電 電 公 社
54 90。9246.994.6171.4207.322,120

53 67.8119。689.076。3137.312,543

国 際 電 電
54 65.9115,886.675,8143.813,375

N H K

53

54

73.9120,386.762.7170.38,077

76。4137.790.680.1138.58,315

民

間

放

送

ラ ジオ,テ レ ビ53

兼 営 社54

53。6103.670.193,3197。47,422

52.599.768.990.2199.48,155

テ レ ビ単 営 社
53

54

43.3101.166.2133.3164.18,653

41.793.063.1123.0178.210,197

ラ ジオ 単 営 社
53

54

52.3128.084.Ol44.7126.34,612

56,9137.787.8141.9122.36,521

全 産 業
53

54

37.0

34.8

255.4

222.5

89.3

86.3

589.9

539.2

109.l

nO.6

5,072

4,966

製 造
53

業54

37.5200.685。0435.2114.14,529

34.5167.280.6385.5116.54,503

電 気
53

業54

92.1551.7113.1498。944.062,877

91.1667.Ol12。4632,548.353,323

(注)1・ 固定比率 ・吾繋 ・1・・

固定館 対長期資本比率 ・自己叢 難 雛 負債・1・・

鰍 ・率・自豊婁本・1・・ 瀬 比率 ・薙霧薯震・1・・

労働装解 ・前'当年度畿 纏 犠 糠 譲 設仮齪)
2.郵 便事業 は,郵 政事業特別会計の数字を使用 した。

3.全 産業,製 造業 及び電気業については資本金1,000万 円以上の企業 を対

象 とし,「法人企業統計年報」,「法 人企業統計季報」(大蔵 省)に よる。



一16一 第1部 総 論

占める固定資産の比率は小さくなっている。

全国的な規模の設備を有する事業の性格を反映 して,電 電公社の総資産に

占める固定資産比率及び労働装備率はそれぞれ90.9%及 び2,212万 円で・他

の通信事業及び他産業と比較 して非常に高い値を示 している。54年 度におい

ては,収 支状況の良好な結果を反映 して,固 定比率及び負債比率 も改 善 さ

れ,そ れぞれ246.9%及 び171.4%と なった。

国際電電では,収 支状況の良好な結果を反映して各比率とも前 年 度 に 比

べ,改 善 された。

NHKで は収支状況が悪化したため,固 定比率,負 債比率及び流動比率が

前年度に比べそれぞれ悪化 した。

民間放送においては,NHKと 比較 して総資産に占める固定資産比率,労

働装備率がおおむね低 くなっている。

ウ.通 信関係設備投資の動き

54年度の通信分野における設備投資額は1兆8,741億 円であ り,各 分野別

にみると第1-1-7表 のとお りである。

第1-1-7表 通信関係設備投資額

区 別

郵 便 事 業

電 電 公 社

国 際 電 電

NHK

民 間 放 送

計

53年 度 54年 度

億 円
1,064

億 円
983

16β98

219

208

584

18,473

16,664

291

216

587

18,741

増 △減 率

%
△7.5

1.6

32.9

3.6

内部資金
比 率

%
62.2

※69.3

100

※79.1

O.5

1.5

備 考

郵政事業特別会計の
建設投資額

固
推

形
ら

有
か

と
額

額
加

却
増

償
産

価
資

減
定
定

(注)※ 印の電電公社 ・NHKの 数値につ いては,資 金調達額に 占め る内部資金の

比 率である。
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郵便事業では,老 朽狭あい局舎の改善を図 り郵便局の増置を行ったほか,

郵便物の処理の近代化 ・効率化の一環 として,54年 度においても郵便番号自

動読取区分機 ・郵便物自動選別取 りそろえ押印機等の省力機械が配備され,

引き続 き機械化が推進された。 これらの設備投資額は前年度に比べて7.5%

減の983億 円であり,そ の内611億 円が自己資金で,372億 円が財政投融資

(簡保資金)か らの借入金である。

電電公社においては,54年 度は対前年度比1。6%増 の1兆6,664億 円の設備

投資が行われた。これにより一般加入電話は155万2千 加入の増設(地 域集

団電話から一般加入電話への種類変更20万6千 加入を含む。)が行われた。

また,国 民の高度化,多 様化する要求にこたえて,公 衆電話6万1千 個の増

設をは じめプッシュホン55万個,ホ ームテレホソ18万5千 セット,電話ファク

ス4千 台,ピ ンク電話8万3千 個等が設置され,局 舎の建設,通 信設備の拡

充並びに維持改良,加 入区域の拡大,デ ータ通信システムの建設等も行われ

た。資金調達額は2兆2,417億 円であ り,こ の内,内 部資金は1兆5,526億

円,加 入者債券,特 別債券等の外部資金は6,891億 円とな り,内 部資金比率

は53年度の63.8%に 対 して54年 度は69.3%と なった。

国際電電においては,291億 円の設備投資が行われた。これにより,山 口

衛星通信所におけるインテルサ ット通信衛星の追跡,管 制及び機能試験を行

う地球局の完成,イ ンテルサ ットV号 衛星用地球局の建設等通信 設 備 の増

設,日 本 ・韓国間海底ケーブル等の建設準備,非 常災害対策設備の建設等が

行われた。また,国 際通信回線については,加 入電信回線167回 線,電 話回

線285回 線,専 用回線26回線,そ の他6回 線合計484回 線が新増設された。

NHKに おいては,53年 度とほぼ同様の216億 円の設備投資が行われた。

テレビジョソ放送難視聴の解消を目指 して,極 微小電力テレビジョン放送局

(ミニサテ)を 含め,総 合放送179局,教 育放送173局 を開設 した。ラジオ

放送網の建設については,FM放 送5局 を開設 した。 また,画 質改善等のた

めのテレビジョソ基幹放送所の整備,ス タジオ設備の整備,音 声多重放送関

係設備の新設等が進められた。資金調達についてみると,内 部資金は171億
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円,放 送 債 券 等 の外 部 資 金 は45億 円 とな って い る。

民 間放 送 に お い て は,テ レ ビジ ョン放 送 局598局 を 開 設 し,対 前 年度 比0・5

%増 の587億 円 の設 備 投 資 が 行 わ れ,ス タ ジオ 及 び放 送 設 備 等 が 拡 充 さ れ

た 。

(2)通 信 関 連産 業 の 動 向

ア。 通 信機 械工 業

54年 度 の通 信機 器 の 受注 実 績 額 は,8,341億 円 で前 年 度 に比 ぺ6・9%の 増 加

を 示 した(第1-1-8表 参 照)。 内 訳 で は,有 線 通 信 機 器 が6,729億 円で 対 前

年 度 比8.4%の 増 加,無 線 通 信 装 置 が,1,612億 円で0.9%の 増 加 で あ った。

有線 通 信機 器 の 中 で は電 話 機 が 対 前 年 度 比7.6%増 で,こ の うち 公 衆 電 話機

等 そ の他 の電 話 機 の伸 び が 目立 った。 電 話応 用装 置 が23,5%増 と順 調 な伸 び

を示 して い るが,こ れ は,新 親 子 電 話等 の電 話応 用装 置 の伸 び に よ る もの で

あ る。 また,フ ァ クシ ミ リの71.0%増,通 信 網 の デ ィ ジ タル化 の進 展 に よる

もの と考 え られ る符 号伝 送 装置 の91.2%増 が 顕 著 な動 きで あ っ た。

イ.電 線 工 業

社 団 法 人 日本電 線 工 業 会 資 料 に よる と,54年 度 の電 線 の受 注 実 績 額 は,1

兆890億 円 と48年 度 以 来 の1兆 円の 大 台 を 超 え,前 年 度 に 比 べ19,8%の 大 幅

な 伸 び を示 した。 これ は,景 気 が 順 調 に拡 大 基 調 を た どった こ と と,円 安 の

影 響 も手 伝 って輸 出が 伸 び た こ とに よる もの で あ る。 この う ち,銅 電 線 は

9,918億 円で21.3%増,ア ル ミ電 線 は972億 円 で6.1%増 で あ った。

な お,銅 電 線 の品 種 別 で は通 信 ケ ー ブ ルが1,713億 円 で4.2%の 減 少 を 示 し

た。

需 要 部 門 別 で は官 公 需 が1,463億 円(対 前 年 度 比8.8%減),外 需 が1,337億

円(対 前 年 度 比56.1%増),民 需 が8,090億 円(対 前 年 度 比22.0%増)で あ っ

た。 官公 需 の うち電 電 公 社 か ら の受 注 は1,312億 円 で 前 年 度 に 比 べ10.6%の

減 少 とな った。

ウ.電 子 計 算機 製 造 業

通 商 産 業 省(以 下 「通 産 省 」 とい う。)「生 産 動 態 統 計 」 に よ る と54年 の 電
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子 計 算機 生 産 額 は 本体 で4,586億 円,附 属 装 置 を 含 め る と9,905億 円 とな り,

53年 に 比 べ20.8%の 増 加 とな った 。 また,同 「電 子 計 算 機 納 入下 取 調 査 」 に

よ る と,54年6月 末 に お け る我 が 国 の実 働 電 子計 算 機 は6万1,687台,3兆

3,160億 円 に 達 して お り前 年 同期 に 比 べ,台 数 で22.7%,金 額 で14,6%の 伸

びを 示 した。

エ.電 気 通 信 工 事 業

社 団法 人 電 信 電 話工 事協 会資 料 に よる と,54年 度 に おけ る電 電 公 社 か らの

受注 契 約 額 は,5,467億 円 で前 年 度 に 比 べ7.1%の 伸 び を 示 した。 この うち

4,720億 円 が通 信 線 路 工 事,747億 円が 通 信機 械工 事(伝 送 無 線 工 事 を 含 む 。)

で あ る。

一 方,自 営PBX工 事 業 界 で 組織 して い る社 団 法 人 電話 設 備 協 会 の会 員数

は54年 度 末 で1,217と な って お り,こ の うち 自営PBX工 事 等 を 行 って い る

工 事 業者 は1,138に 達 して い る。 また,自 営PBX台 数 は約5千 台 増 加 し,

8万5千 台 とな った。

オ.民 生 用 電 子 機 器 製 造 業

通 産 省 「生 産 動 態 統 計 」 に よ る と,54年 度 の民 生 用 電子 機 器 の生 産 実 績 額

は,2兆3,281億 円 と前 年 度 に比 べ7.5%の 増 加 とな った。 これ は,年 度 内 を 通

して 国 内 需要 が順 調 に推 移 した 上,年 度 当初 不 安 視 され た輸 出が,円 安 の効

果 も加 わ って年 央 か ら回復 基 調 に移 ったた め であ る。内訳 では テ レビが7,401

億 円で 対 前 年 度比5,1%増,テ ー プ レコー ダが6,600億 円 で6.9%増,ス テ

レオ と ラ ジオ が それ ぞれ4,692億 円で6.5%減,913億 円 で11.1%減 と共 に減

少 を 示 した。 しか し,家 庭 用VTRは3,360億 円 で57,9%増 と こ こ3か 年

で5倍 強 の伸 び を示 して い る。

カ.そ の 他

ポ ヶ ッ トベ ル サ ー ビス の54年 度 末 に お け る サ ー ビス提 供 地域 は64地 域 で,

加 入 数 は95万 とな って い る。54年 度 のポ ケ ッ トベ ル会 社 の 営 業収 益 は159億

円 で前 年 度 に比 べ14.9%増 と依 然 順 調 な 伸 び を示 した 。 加 入者 を業 種 別 に見

る と販 売 業30.7%,建 設 業21.0%,サ ー ビス業16.3%と な って い る。
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第1-1-8表 通信機器受注実績額

区 別

有

線

通

信

機

器

電 話 機
(公衆電話機等その他の電

話機)

交 換 機
(電子交換機)

電 話 応 用 装 置
(ボタン電話装置以外の電

話応用装置)

電 信 装 置(
フ ァ ク シ ミ リ)

搬 送 装 置
(符号伝送装置)

有 線通 信機 器 用 部 品

十
二
=
口

無 線 通 信 装 置

合 十蓄
ロ

53年 度

380億 円

(158)

2,079

(1,067)

688

(158)

609

(417)

1,510
(193)

942

6,208

1,597

7,805

54年 度 対前年増△減率

409億 円

(205)

7.6%
(29,7)

2,195

(1,197)

850
(236)

860

(713)

1,499
(369)

915

6,729

1,612

8,341

5,5
(12.2)

23.5
(49.4)

41.2
(71,0)

△0.7

(91.2)

△2.9

8.4

0.9

6.9

通信機械工業会資料に よる。

(注)()は 再掲 であ る。

有 線 テ レ ビジ ョ ン放 送 の 施 設 数 は,55年3月 末 現 在 で2万5,334(う ち許

可 施 設 数274),受 信 契 約 者 数 は271万8,531(う ち許 可施 設 に よる もの46万

7,502)と な って い る。 これ は前 年 度 と比 較 す る と,そ れ ぞれ13.3%(21.8

%),17.5%(31.2%)の 増 加 とな って お り,こ の うち営 利 を 目的 と して い

る許 可 施 設 数 は34,受 信 契 約者 数 は11万1,239で あ り年 間 利 用 料 は 約11億9

千 万 円 とな って い る。

有 線 音 楽 放 送 業 は55年3月 末 現 在 で 施 設 数565,加 入 者 数 約24万 と,前 年

度 に比 べ そ れ ぞ れ3.6%減,14,3%増 とな って お り,年 間 利 用 料 は約114億 円

に達 して い る と推 定 され る。

54年10月 現 在 の 新 聞協 会 会員 新 聞社 の発 行 す る一 般 日刊 紙 の 総 発 行 部 数 は
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4,585万1,852部 で,前 年 同 月 に比 べ157万5,237部,3.6%の 増 加 とな った。

これ は1世 帯 当た りで1.30部,人 口1,000人 当 た りで571部 とな って い る。

一 方 ,ニ ュー ス供 給 業 の うち一 般 ニ ュー ス の54年 度 に お け る情 報 量 の1日

平 均 は新 聞 向け が24万 字,放 送 向 け が2万5千 字 と前 年度 と同量 で あ り,写

真 はそ れ ぞ れ83枚,14枚 と新 聞 向け 写 真 枚 数 が53年 度 よ り7枚 減 を 示 して い

る。 また,外 電 の1日 平 均 は 受 信 が55万 語,送 信 が18万 語 で あ り,前 年 度 と

同量 を 示 した 。

54年 にお け る出 版 業 界 の推 定 実 売 金 額 は1兆3,296億 円 と前 年 に比 べ8,2%

の増 加 とな り,4年 連 続1け た 台 の成 長 率 を 示 した。 内訳 を み る と,書 籍 の

推 定 発 行 部 数 が10億4,802万 冊 で6,642億 円,雑 誌 で は 月刊 誌 が15億3,616万

冊,週 刊 誌 が12億6,967万 冊 で6,654億 円 にな って い る。

(3)家 計 と通 信

家 計 に お け る1世 帯 当 た り年 間 の通 信 関 係 支 出(郵 便 料,電 報 ・電 話 料及

第1-1-9表 家計における通 信情報関係支出

54年

区 別44年 実績
費
に
る

消
出
め
合

全
支
占
割

支
占
割

費
に
る

雑
出
め
合

年
減

前
△

対
増
率

績実
績実年53績実年49

円 円 円 円 %% 兎
郵 便 1,132 1,883 3,260 3,189 △2.20.3 0.1

電 報 ・電 話 6,280 19,373 44,228 46,782 5.84.1 1.8

放 送 2,919 3,809 6,237 6,334 1.60.6 0.2

通信関係支出
(計)

10,33125,06553,72556,3054.84.92.2

教 育

交 通

印 刷 物
(新聞を除く)

新 聞

21,49136,454

17,66727,871

8,94915,097

6,86213,639

65,574

47,432

22,324

19,179

70,938

51,470

23,147

20,798

8.2

8.5

3.7

8.4

6.2

4.5

2.0

1.8

2.8

2.O

o.9

0.8

雑 費 支 出1311・79563・91511・ ・5…711・14・ ・5。1・1 44.6

全 消 費 支 出184ら6341・63島286・42咽 ・57ら3631・ ・

「家計調査年報 」(総理府統計局)に よる。

(注)各 支出額 は1世 帯当た り年 間(1～12月)支 出額であ る。
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び放 送 受 信料)は54年(1～12月)に お い て5万6,305円 で あ る(第1-1-

9表 参 照)。 これ は,前 年 に比 べ4,8%の 増 加 で,昨 年 と同様 ほ とん ど電 報 ・

電 話 支 出 の伸 び に よ る もの で あ る。 家 計 にお け る通 信 関 係 支 出 は全 消 費 支 出

の2.2%,雑 費 支 出 の4.9%に す ぎな いが,過 去 の 推 移 か らす る と,こ の10年

間 で5.4倍 と著 し く増 加 して い る。 この主 な原 因 は,第1-1-10図 よ り明 ら

第1-1-10図1世 帯当た り年間通信関係支 出額

5.5

4.5

3.5

2.5

1.5

郵便支出

基

菱
出

電
報
・電
話
支
出

万
円

04445464748495051525354

年

「家 計 調 査 年 報 」(総 理 府 統 計 局)に よ る。
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1世 帯当た り通信関係支 出,雑 費支出

及び可処分所得の推移(45年=100)

年間通信関係支出(実質
,全 世帯)

年間雑費支出
/(実 質,全 世帯)

,/

1か 月平均可処 分所得
/(実 質,勤 労者 世帯)

100

指
数

8044
45464748495051525354

年

「家計調査年報 」及び 「消費者物価指数年報 」(総理府統

計局)に よる。

か な よ うに電 報 ・電 話 支 出 の急 増(過 去10年 間 で,7.4倍 の増 加)で あ る 。

第1-1-11図 は1世 帯 当 た りの通 信 関 係 支 出,雑 費 支 出 及 び可 処 分 所 得 を

そ れ ぞ れ に対 応 す る消 費者 物 価 指 数 で実 質 化 し,そ の推 移 を指 数 で 比 較 した

もの で あ る。 通 信 関 係 支 出,雑 費 支 出及 び 可 処 分 所 得 いず れ も上 昇 傾 向 を示

して い る。

第2節 情報化の動向

近年,社 会の高度化に伴い社会的諸活動は極めて活発化 し,そ の領域も拡

大の一途をたどっている。 このような状況にあって社会システムの円滑な機
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能 を維 持 す るた め に は,迅 速,正 確 か つ効 率的 な情 報 の流 通 が確 保 され な け

れ ぽ な らな い。

今 日,我 々は ラ ジ オ ・テ レ ビジ ョン放 送,新 聞等 の マ ス ・メデ ィアを 通 じ

大 量 の情 報 を 享 受 す る こ とが 可 能 とな って い る。 また,デ ー タ通 信 もみ ど り

の窓 口,預 金 ・為 替 のオ ン ライ ン化 を は じめ社 会 の各 分 野 で 広 く利 用 され つ

つ あ り,新 しい タイ プの 情報 ニー ズ に こた え よ うと して い る。 今後 は 更 に新

しい 技 術 を ベ ース と した新 しい メデ ィアが 相 次 い で登 場 し,社 会 の 情 報 化 は

一 段 と進 展 して い くで あ ろ う
。

1情 報化のは握

情報化の程度を定量的には握する方法については,従 来より新聞の発行部

数の伸び,電 話の普及率,受 信契約数の伸び,コ ソピュータ設置台数の増加

など個々のメデ ィアごとに,各 々の異なった基準を用いてのメデ ィアごとの

動向の分析はなされてきている。

しかしながらこうしたメディアごとの動向の分析では,情 報量の総体的計

量化ができず,ま た,メ ディア問における相関関係をは握することもむずか

しい。そこで,こ のような点を明らかにするため,郵 政省では,48年 度来,

「情報流通センサス」(注)を実施している。この調査 ・研究は,あ らゆるメデ

ィアによる情報流通を共通の尺度で計量 し,情 報流通の実態について全体的

には握 しようとするものである。

以下、この調査結果に従って,40年 度か ら53年度にかけての情報化の傾向

と53年度の結果について述べることとする。

(注)情 報流通 セ ンサス

情 報流通 セ ンサスは・あらゆ る メデ ィアによる情報流通 の量 を共通 の尺度 で

計量 し・情 報流通の実態 を情報 流通量(供 給量,消 費量),情 報流通 距離 量 及

び情報流通 コス トとい う三 つの要素か ら定量 的かつ総体的 にとらえよ うとす る

ものである。

計量方法を定めるに当た っては・次の とお りい くつか の前提 を置 いて いる。

① 対象は郵便(手 紙 ・はが き)・電報 ・電話 ・データ通信・ テ レビ ジqン 放
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53年 度情報流通センザス調査対象 メデ ィア

メ デ ィ ア グル ー プ 項 目 メ デ ィ ア

話
話
話
話
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電
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③
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報

 

電社
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電
電
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営

⑥ 公

⑦ 加
⑧ 自

報
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信
信
信

通
通
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タ

タ

タ

一

一

[

デ
デ
デ
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設

公
自
私

⑨
⑩
⑪

デ ー タ 通 信

⑫ 加 入 フ ァ ク シ ミ リ

⑬ 自 営 フ ァ ク シ ミ リ
フ フ ク シ ミ リ

送
送
送放

伝
放

オ

オ
オ
ジラ

ジ
ジ

線

ラ
ラ
有

　

　

⑭
⑮
⑯

オジラ

送
送
送

放
放

伝
ン
ンヨ

ヨ
ジ

ビ

ジ

ビ

ビ

レ

レ

テ
レ
線

テ

テ

有

　

　

⑰
⑱
⑲

ビレア

冊
電

気

通

信

系

き

紙
ール一メト

ミ

ク

カ

レイげM

は
手

D　

⑳
⑳
⑳

便郵

聞
籍
誌
ー等シラげ物刷印告

新
書
雑
広

　

　

　

　

㊧
⑳
㊧
⑳

刷印

書文交

プ[ド 。 テ

 

一コ

写1⑳ 手

音1⑱ ・レ

 

複

録

輪

送

系

話話1⑳ 会
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育
育

教
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⑳*社
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映
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 ⑳
⑳
⑭
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間
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(注)*印 は マ ス ・メデ ィア
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送,新 聞,書 籍 等の情報流通 メデ ィアをは じめ,会 話,学 校教育,観 劇 とい

った情 報流通を含め,34種 類 とす る。

② 各 メデ ィアの情報流通を,④ 言語,⑤ 音楽,◎ 静止画,⑥ 動画の4つ のバ

ターンに分類 し,そ の間に 「換算比価」(例 えばテ レビジ ョン放送1分 間 の

情報量 ははが き何通分に相当す るか)を 設定す るとともに,各 メデ ィアに共

通の単位 として 日本語の1語 を基礎 とした ワー ドとい う単位を設け,こ れに

よりすべ ての情報量を換算集計す る。

また,「 白黒」 と 「カ ラー」 とい う情報量 の差 も同時に設 定 した。

③ 情報 の持つ 「意味」あるいは 「価値 」につ いては計量 の対 象 としない。

④ 電話,手 紙等 のパー ソナル情報流通 メデ ィアでは供給情報量 はすべて消費

され るもの とす る(供 給量=消 費量)。

⑤ 情報流通 コス トは情報 を流通 させ るために要 した経費 を表 し,情 報 の 生

産,処 理に要す る経費 は含 まない。

なお,本 調査における情報流通 メディアは,流 通経路の物理的特性,流 通

の形態及び情報の表現形式により第1-1-12表 のように分類 した。 これによ

り,メ ディアごとに限らず,各 体系別による現況及び将来の動向の分析比較

を行い,情 報化の指標を作ることも可能 となった。

2情 報流通の動向

(1)総 情報流通量の推移

情報流通量は,供 給情報量 と消費情報量に分け られる。供給情報量は供給

側が,受 信側に対 し消費可能な状態で提供 した情報総量であ り,消 費情報量

は,そ れを実際に消費 した情報総量である。

40年度を基準 とした総情報流通量の推移は第1-1-13図 のとお りである。

53年度の総供給1青報量については,テ レビの普及,ラ ジオの保有台数の伸

び,新 聞 ・雑誌の部数の増加,フ ァクシ ミリ・デ・一タ通信の伸びなどか ら,

40年度に比べ3.5倍 となっている。これは年率に して10.0%の 伸びである。

消費情報量については,情 報を消費する人 口の増加率あるいは1人 当た り

の生活時間が1日24時 間という制約から,供 給情報量に比べ急激な増加はし

ていないものの,53年 度の総消費情報量は40年 度比で1.6倍,年 率にして3.4
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第1-1-13図 各指標の推移

(40年度=100)

指
数

600

500

400

300

200

100

/供 給1灘 量

1青幸艮済齪亘足巨離量

./・ 消費情報量

40年度455053

%の 伸 び を示 した 。1

この情 報 流 通 量 を,電 気 通 信 系,輸 送 系 とい った メデ ィア グル ー プ別 に み

る と電 気 通 信 系 メデ ィアが 大 きな 割 合 を 占 め てお り,53年 度 は総 供 給 情 報 量

の97.3%,総 消 費 情 報 量 の63.8%を 占 め て い る。 マ ス ・メデ ィア とパ ー ソナ

ル ・メデ ィア で は,マ ス ・メデ ィアが総 供給 情 報 量 ,総 消 費 情報 量 のそ れ ぞ

れ99%「,77%を 占め て い る。

個 々の メデ ィア ご とに み て み る とテ レ ビジ ョ ン放 送 が総 供給 情 報 量 の77.6

%,総 消費 情 報 量 の59.8%を 占め て お り,情 報 流 通 量 の動 向 に つ い て は,テ

レビ ジ ョン放 送 が 大 きな 影 響 を も って い る といえ る(第1-1-14図,第1-

1-1-15図 参 照)。

(2)情 報 消費 率 の 推 移

情報 消費 率 は 消費 惰 報 量 を 供給 情 報 量 で除 した もの で あ る。 この指 標 は,1
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第1-1-14図 総供給情報量に 占め る各メデ ィアの割合の推移
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消 費 を 上 回 る情 報 が どれ ほ ど提 供 され て い るか を 示 して い る。

これ に よ る と情 報 の 消 費 率 は40年 度 が20.2%,45年 度 が11.1%と 大 幅 に 低

下 し,さ らに50年 度 以 降10%を 切 って お り,こ の こ とは,現 代 が い お ゆ る大

量 情 報 時 代 に入 った こ とを 示 す もの とい え よ う(第1-1-16図 参照)。

個 々 の メ デ ィアに つ い て み る と,有 線 放 送 ・ テ レビジ ョン放 送,書 籍,学

校 教 育 な ど消 費 率 の伸 び た も のが あ る反 面,ラ ジオ放 送,観 劇,屋 外 広 告 物
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情報消費率の推移(全 メデ ィア)

40年 度 45 50 53

な どは減 少 して い る。

(3)情 報 流 通 コス トの 推 移

情報 流通 コス トは 各 情 報 流 通 メデ ィア にお い て,発 信点 か ら受 信 点 まで情

報 を流 通 させ るた め に 必 要 な ネ ッ トの経 費 で あ る。

53年 度 に お け る情 報 流 通 に要 した 総 経 費 は,34メ デ ィア合 計 で は,約24兆

4,000億 円 で40年 度 の5.2倍 に達 してい る(第1-1-13図 参 照)。

第1-1-17図 メデ ィアグループ別情報流通

コス トの割合

司一 輸送系
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メデ ィア グル ー プ別 で は,学 校教 育,会 話 な どの空 間系 メ デ ィア の 比 率

が,全 流 通 コス トの69.4%と 高 くな って い る。 これ に対 し,ラ ジオ ・テ レ ビ

ジ ョン放 送 な どの放 送 系 メデ ィア の比 率 は低 く,と くに電 気 通 信 系 メデ ィア

の全 流通 コス トに 占め る割 合 は23.8%に す ぎず,コ ス ト面 に お け る有 利 性 が

明 らか に な っ てい る(第1-1-17図 参 照)。

(4)情 報 流 通 距 離 量 と情 報 流 通単 位 コ ス トの推 移

第1-1-18図 は,主 な情 報 流 通 メデ ィ ア につ い て 縦 軸 に情 報 流 通 距 離 量

(消費 情 報 量 ×流 通 距 離),横 軸 に 情 報 流 通 単 位 コ ス ト(情 報 流 通 コ ス ト/

情 報 流通 距 離 量)を と り,40年 度 か ら53年 度 ま で の13年 間 の推 移 を み た もの

で あ る。

情
報
流
通
距
離
量

第1-1-18図 情報流通距離量 と情報流通単位 コス トの推 移
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物価上昇の影響などか ら全体として右側に向うメディアが多いが電気通信

系のテレビジョソ放送,ラ ジオ放送は依然として情報流通距離量が増加 し,

かつ情報流通単位コス トは下がっている。同じ電気通信系メ デ ィア の中 で

も,公 社電報は流通距離量は低下 してきてお り,流 通単位コス トは上昇して

きている。

輸送系 メディアの雑誌,空 間系メディアの会話,学 校教育,社 会教育につ

いては情報流通距離量に大きな変化はみられないが,情 報流通単位コス トは

年々上昇してきている。

単なる量的比較のわ くを越えてみると,自 営データ通信や ファクシミリは

顕著な伸びを示 している。

3我 が国の情報化 の展望

我 が 国 の 情報 化 の動 向 は量 的 側 面 か らみ る限 り,こ れ ま では 電 気通 信系 の

マ ス ・メデ ィ ァ特 に ラ ジオ ・テ レ ビジ ョン放送 とい う放 送 系 メデ ィア主導 で

進 ん で きた 。 今 後 も この 基調 は しぽ ら く続 くもの と思わ れ る。

第1-1-19図 メデ ィア別情報消費量 の推移

(基幹 メデ ィア45年=100,新 しい通信メデ ィア50年=100)
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一 方
,個 々の メデ ィア の成 長 の軌 跡 を み る と第1-1-19図 か ら も明 らか な

よ うに 高 度 に普 及 した基 幹 メデ ィアが 既 に 成 熟 と充 足 の段 階 を 迎 え つ つ あ る

の に対 し,高 度 化 ・多 様 化 して きた 情 報 ニ ー ズに こた え,デ ー タ通 信 ・ フ ァ

ク シ ミ リ通 信 とい った 新 しい通 信 メ デ ィアの 伸長 が著 しい。 今 後 と も相 次 い

で 各 種 の ニ ュー メデ ィアが 登 場 し,メ デ ィアの 多 様 化 が 促進 され よ う。 そ し

て 既存 メデ ィア の い くつ か は 新 しい メ デ ィアへ と代 替 され た り,メ デ ィアの

重 合 化 が進 む な ど メデ ィア構 造 が 大 き く変 わ る もの と思わ れ る。

第3節 諸外国における通信政策及び事業

運営を巡る動向

1米 国通信法改正の動向

米国においては,目 覚ましい技術革新による通信利用の多様化等に伴い,

1934年 に制定された通信法は,次 第に,実 情にそ ぐわないもの となって き

た。 こうした中で,1978年6月 に,1934年 通信法の全面改正を内容とする画

期的な通信法案が下院通信小委員会へ提出された。 この改正法案は審議未了

で廃案となったが,1979年3月 には,1978年 法案の内容及び審議過程での各

界の意見等を踏まえ,上 院に2件,下 院に1件 の通信法改正案が 提 出 され

た。上院の2法 案は1934年 通信法の一部修正,下 院の法案は全面修正と形式

は異なるが,3法 案は,い ずれも競争を促進 しつつ必要最小限の規制を行 う

ことによって,公 衆の利便の推持 ・向上を図ることを基本的目的としたもの

であった。

両院における法案審議は,公 聴会の後一時停滞 したが,1979年9月 には両

院の通信小委員会における法律制定の努力を支持する大統領教書が議会に送

られ,続 いて11月 には,米 国電気通信情報庁(NTIA)に より作成された 法

律制定勧告が議会に提出された ことから再び活発化 してきた。この法律制定

勧告は,大 統領の示 したガイ ドラインに沿った もので,下 院の改正法案を基
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調としつつ立法経緯及び現体制に対する十分な配慮を加えたものとなってい

る。

その後,全 面改正法案の提案者であるヴァン・デアリン下院通信小委員会

委員長は,公 衆通信事業者に関する部分に的を絞 った新 しい改正法案を作成

し,1979年12月,下 院に提出した。 この改正法案は,1980年6月,下 院通信

小委員会を通過 し,本 委員会へ上程 されたが,そ の後支配的通信事業者(現

在はAT&T)と その子会社との分離条件について論議が起きてお り,今 後

の動向が注 目されている。

一方,上 院通信小委員会においても2法 案を基に審議が進め られ,1980年

6月,ホ リングス同小委員会委員長らによって,公 衆通信事業者 関 係 の ほ

か,放 送関係の改正案も含んだ通信法改正法案が上院へ提出されるに至って

いる。

2FCCの コ ン ピ ュ ー タ調 査

近 年 にお け る情 報 通 信技 術 の発 達 は通 信 とデ ー タ処 理 の境 界 線 を 不め い り

ょうに して きて い る。

デ ー タ処 理 のオ ン ライ ン化及 び通 信 に おけ る コ ン ビ凸一 タ利 用 が いち 早 く

進 ん だ米 国 では,1960年 代 に 入 る と,通 信 事 業 者 と処 理 業者 との争 いが ひ ん

発 し,な ん らか の規 制 が緊 要 とな った 。FCCは この情 勢 に対 処 す る基 本 政

策 を確 立す るた め,1966年,「 コ ン ビ 凸一 タ と通 信 との サ ー ビス及 び 施 設 上

の相互 依 存 関 係 か ら生 ず る規 制 上 及 び政 策上 の諸 問題 」 に 関 す る調 査(第1

次 コ ン ピュ ータ調 査)を 行 った 。

この 第1次 コ ン ピ ュー タ調 査 に お い て は,主 に 中央 処理 型 の コ ン ピ ュー タ

を 想 定 して 検 討 が な され た。 しか しそ の後 の技術 進展 に よ り,ミ ニ コ ン,マ

イ コ ンが 発 達 し,端 末 の イ ンテ リジ ェ ン ト化 が 進 み,分 散 処 理 型 の ネ ッ トワ

ー クが 出現 す る よ うに な って,通 信 とデ ー タ処 理 の 境 界 は,以 前 に も増 して

不 め い り ょ うに な って きた。FCCは,こ の よ うな状 況 に対 処 す るた め,1976

年8月,新 た に 「第2次 コ ン ピュ ー タ調 査 」 を 開 始 し,新 た な規 則 の提 案 を
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第1-1-20表FCCの コ ン ピ ュ ー タ

区 別 第1次 調 査(ド ケ ッ ト第16979号)

経 過

決

定

の

概

要

サー ビスの分類

とFCCの 規制

通 信事業者が非
規 制サー ビスを

行 うため の条件

通信事業者によ
る宅内機器の提
供

1966,11.10

1967.3.2

1970.4.3

1971.3曾18

1973.3.

調査告示
追加告示仮
決定告示最終決

定告示
最終決定の一部修正告示

最終決定(一 部修正後)

メニ諮 ニニ1藤 藍藩
一3規 制

撮 三華;嬰 甑}非 規缶ロ
完全分離 の子会社に よらなけれぽ ならない。た だ し,
AT&Tは1956年 の同意審決に よ り,い か なる形式
にせ よ非規制サ ービスを行 うことが できない。

行い,関 係者の意見を求めた。

1979年7月,FCCは 第2次 コンピュータ調査に関す る仮決定を告示 し,

関係者か らの意見を聴取した上,1980年5月 に最終決定を告示 した。仮決定

及び最終決定の概要は,第1-1-20表 に示すとお りである。

最終決定は,仮 決定の趣 旨を受け継ぎ,関 係者の意見を参考として一部修

正を加えたものであるが,内 容的には更に発展 したものとなっている。

その要旨は,次 のとお りである。
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調 査 の 概 要
一

第2次 調 査(ド ケ ッ ト第20828号)

1976.8.9調 査 告示

1977.3,8追 加 告 示

1979.7.2仮 決 定 及 び追 加 告 示

1980.5.2最 終 決 定 告示

仮 決 定 最 終 決 定

墓繍 論.ビ 。}規 制
基本通信サー ビス………規 制

高度通信サー ビス… ……非規制

高度非音声サ ービス………一 部規制

通信事業老は,分 離会社を介した再販売 AT&T及 びGTEに つい ては,最 大 限
ベ ー スで の み,「 高 度非 音 声 サ ー ビス」 分離 された子会社に よ り,非 規制サー ビ
を提供す ることがで きる。 しか し,分 離 スを 行 う こ とが で き る。

の程度については未定。 AT&Tが 非規制 サー ビスを行 う こ と

また,AT&Tも 同 じ条件 でこの サ ー は,1956年 同意 審 決 に 反 しな い と解 釈。
ビスを提供す ることがで きる(1956年 同

意審決 の合 目的解釈に よる。)。
規 制 サ ー ビス と非 規 制 サ ー ビ ス との 間 で

厳 しい セ ー フガ ー ド条 件(R&Dコ ス
トの分担,高 度通信 サー ビスにかかる基

本通信料の規定の料金に基づく支払い
等)を 守 らなけ'ればな らない。

:欝 デ・ア変}鱗 霧3 すべての宅内機器を無規制 とし,通 信サ
ー ビスか ら分離す る。

.霧撃姜嚢禽罷て鐸 巌

① すべての通信サービスを基本通信サービス(基 本的な情報伝 送 サ ー ビ

ス)と 高度通信サービス(基 本的な情報伝送とコンビよ一タによる情報処

理 とが結合 したサービス)に 区分 し,基 本通信サービスのみを規制の対象

とする。

②1982年3月1日 から,旧 式の電話機から最新の端末機器に至るすべての

宅内機器を規制対象外とする。

③AT&T及 びゼネラル電話電子工業会社(GTE)は,非 規制分野のサ
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第1-1-21表 諸外国 における最近 の

区 別1 英 国 西 独

報 告 書 名 郵電公社調査委員会報告書 電気通信報告書

発 表 時 期 1977年7月 1976年1月

報告書作成者

目 的

主要な提言及び
勧告

産 業大臣に より設 置 され た郵 電
公社 調査委 員会
(委員長:カ ーター教授)

郵電公社の経営体制及び経営原
則に関する提案

・郵電公社 の郵 便部門 と電気通

信 部門 とを分 離する こと。
●管理機 関は理事会 とし,理 事

会 の構成 メンバ ーに従業員代表
を加 えるこ と。

・郵便,電 気通信 の両分野 につ

いて,大 臣に助言す る単一 の

協議会 を設け る こと。
●システムX(新 型 電 子 交 換

機)の 導入を促進す ること。
●郵便公社 は機器 の製造に関与

すべ きでない こ と。

郵 電大 臣に よ り設置 された電気
通 信 システ ム開発委員会(Kt
K)

西独 の社会に とって望 ましく,
経済的に実現 可能 な将 来の電気
通信 システムの開発 の提案

・電話網 の発展を優先的に行 う

こと。
・公衆テ レックス ・データ通信

網 を需要に対応 して遅滞な く
拡 張す る こと。

・公 衆陸上 移動体無線サ ー ビス

に関す る全 ヨーロ ッパの標準

化 を推進 する こと。
・当面 の措 置 として広帯域 ケー

ブルシステムを用 いたパイ ロ

ッ トプ ロジ ェク トを 行 う こ
と。

・広帯域信号 の伝送及 び交換 の

ため の新技術 の研究,開 発,
試験を強 力に推進す るこ と。

一ビスを提供するためには,再 販売ベースの分離子会社によらなけれぽな

らない。

④1956年 同意審決はAT&Tが 高度通信サービスを提供することを禁止

していないと解釈する。

この最終決定により,第2次 コンピュータ調査は一応の終結をみた。

これに対 して一部のデータ処理業者は変更を求めて提訴する動きをみせて
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総合的通信政策の研究

・ ラ ン スi・ ナ ダ1オ ー ス ・ラ ・ア

社会の情報化 電気通信 とカナ ダ 西歴2000年 の電気通信
(テ レコ ム2000)

1978年1月1979年 ・ 月ll976年 ・ 月

大統領の諮問を受けた ノラ 通信大臣に よ り設置 され た オース トラ リア電気通 信
氏(大 蔵省監督官) 「カナダの主権に対す る電 委員会
マ ンク氏(同)が 協力 気通信の意義に関する諮問

委員会」

コ ン ピュ ー タに よ る情 報 処 カナダの電気通信 システ ム 2000年 まで の ナ ース トラ

理 の発達に よる経済組織, を再編成 し,カ ナ ダ主権 の リアの電気通信の将来 の

社会組織及び生活様式の変 擁護 のため,よ り効果的に 展望及び今後採るべき戦
化に対する政府の対応策の 貢献 させ るための戦略に関 略の提言
提言 する勧告

●権限の地方分散を促進す ・カナダ放送電気通信委員 ●新 サー ビス開発計画の

る公衆デ ータ網のための 会が,CATV会 社 を,放 決定に地域社会が参加
標準化を早急に推進する 送受信事業と電気通信事 で きる ようにす ること

必要が あること。 業 の両面について規制で (公開計画 の策定)。
●高度情報化施策に よって きる よう措置が とられる .電 気通信部門 とコンビ

地方分権をも積極的に促 べ きで あ る こ と。 ユータ部門 の調和あ る

進すべ きであること。 ●関係政府機関 が 協 力 し 発展を 図るための政策
・汎 ヨー ロ ッパ の電 気 通 信 て,長 距離料金を再検討 を検討する適切な機構
網と各種の機構を早急に し,全 国及 び地方の利益 の設立を検 討 す る こ

設 立 し,ま た,大 陸間 の を反映 させ得 る機構をつ と。

衛 星通 信 の イ ンタ ー フ ェ く り出す こ と。 ●電気通信 の特定分野に

イスを欧 州各 国政府 の手 ●衛星政 策は,カ ナ ダの社 対する競争導入の可能
に確保す る必要 があるこ 会,経 済 ・文化 の 目標を 性 につ い て,特 に デ ー

と。
・通 信政策 の一元的立案 ・

支援 し,強 化す るもので
なければな らない こと。

タ通 信及び付加価値サ
ービスにつ いて更に研

実施のため,通 信省を設
置する とともに,郵 便 と

・連邦政府 は,精 力的に,

テ リドン情報 システムと
究す ること。

・電話網にデ ィジタル交

電気通信両部門を分離し 附属機器の製造 ・マーケ 換 ・伝送統 合システム
て運営 すべき で あ る こ テ ィング計画の展開を促 を適用する網計画の研
と 。 進すべ きである こと。 究を再開 ・推進す るこ

● トラ ン スパ ヅ クを成 功 さ と 。

せ ることが急 務である こ
と 。

お り,今 後 の動 向が 注 目 され て い る。

3総 合的通信政策の探究

欧米諸国においては,近 年著しい進展を遂げている電気通信及びエ レク ト

ロニクスの分野における技術革新がもたらす社会的経済的影響を重視 し,こ

のため,新 しい時代に即応 し,か つ長期的に一貫した総合的通信政策の研究
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を 積 極 的 に推 進 して い る。 この 種 の 研究 と しては,こ れ ま で も 「通 信 政 策 に

関 す る特 別 委 員 会(ロ ス トウ委 員会)報 告 書 」(米 国),「 イ ンス タ ン ト ワ ー

ル ドー カナ ダの 電 気通 信 に 関す る総 括 的 報 告 書 」(カ ナ ダ)等,通 信 政 策 に

関 し多 くの 提 言 を 盛 り込 ん だ報 告 書 が公 表 され て きた が,最 近 に至 り,第1

-1-21表 に 示す よ うな報 告 が 相 次 いで な され て い る。

なか で も,1978年1月 に フ ラ ンス で発 表 され た 「社 会 の 情 報 化(通 称 ノ ラ

●レポ ー ト)」 は
,今 後 の 社 会 に お け る コ ン ピ ュー タ と電 気 通 信 の一 体 化 に

よ る高 度 情報 化 の進 展 とそ れ に 伴 う社 会 的 イ ンパ ク トを 指 摘 し,政 策 提 言 を

行 った もの で あ る が,こ の報 告 書 に お い て 電 気 通 信 と情報 処理 とが 融 合 一 体

化 した状 況 を示 す もの と して造 語 され た 「テ レマ テ ィー ク」 は,フ ラ ンスに

お け る電 気 通 信 政 策 の中 心 概 念 と して用 い られ る よ うにな って い る。

4郵 便 ・電気通信事業に関する動向

英国では,1977年7月,産 業大臣に より設置された郵電公社調査 委 員 会

(カーター委員会)が 提出した報告書において,英 国郵電公社(BPO)の 経

営形態の見直しの観点から,郵 便事業部門と電気通信事業部門との分離が勧

告された。 これに対 し政府は,1978年7月,BPOに 関する白書を発表 し,

BPOの 分離問題についての決定を延期 したが,1979年5月 の政権交代に伴

い,事 態は進展 し始めた。

その後,政 府は9月 に,郵 便及び電気通信サービスの改善を行 うための政

府案を発表 し,そ の中で,BPOを 二つの独立 した公共事業体 として分離 し,

一方を郵便及び為替業務,他 方を電気通信業務とすることとし,そ のための

法案を議会に提出する方針を示した。BPOの 分離には,BPOに 加え労働組

合,BPO利 用者協議会,電 気通信産業等も支持 してお り,ま た,分 離問題

の決定延期の理由となっていた産業民主主義化の試行が同年12月 に終了 した

ことから,BPOの 分離は早急に具体化に向けて進展し始めた。

郵電事業体の郵便部門と電気通信部門の分離については,英 国 のみ な ら

ず・フランスにおいても問題 となっている。前述のノラ ・レポー トは,ま ず
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第1に,労 働集約的な郵便事業と極めて資本集約的な電気通信事業とを分離

し,究 極的には,「電気通信公社」を設立 していくこと,第2に,高 度 情 報

化の進展に対応するため,政 府は通信省を設置 し,多 様な電気通信サービス

を提供する郵電庁電気通信総局(DGT),フ ランス送信担当公社(TDF)及

び国立宇宙研究センター(CNES)の 活動を調整することを勧告した。これ

に対 し,郵 電庁は,郵 便部門と電気通信部門とは多 くの点で境界領域を共有

し,互 いにサービスを提供 し合っていること,DGTは 独自の収入でその支

出をまかな うとともにある程度の行動の 自由を 認められていることなどか

ら,分 離を考えていないと伝えられている。

5放 送事業に関する動向

英 国 の放 送 は,ラ ジオ,テ レ ビと も公 共 放 送 と商 業 放 送 の二 本 立 て で運 営

され て お り,公 共 放送 は公 共 企 業 体 の英 国 放送 協 会(BBC)が,ま た,商 業

放 送 は 同 じ く公 共 企 業体 の独 立 放 送 協 会(IBA)と,そ の監 督 下 に あ る私設

営利 会 社 の ラ ジオ,テ レ ビ番 組 制 作 会 社 が 運 営 して い る。 な お,IBAと 番

組 制 作 会 社 とを 合 わ せ た 商 業放 送 全 体 を,テ レビは イ ンデ ペ ンデ ン ト ・テ レ

ビ ジ ョソ(ITV),ラ ジ オは イ ンデ ペ ンデ ン ト ・ロー カル ・ラジ オ(ILR)と

呼 ん で い る。

この よ うな体 制 の 下 で,英 国 では,BBC特 許状 や商 業 放 送 法 の 有効 期 間

満 了 が近 づ くた び に 政 府 任命 の放 送 調 査 委 員 会 が そ の 後 の放 送 の在 り方 を 審

議 す る のが 慣 例 にな って い るが,1974年4月 に任 命 され た アナ ン放 送 調 査 委

員 会 は,1977年3月 報 告 書 を 発 表 し,第4番 目の新 しい チ ャ ンネ ル を運 営 す

る機 関 と して公 共 放 送 協 会(OBA)を 設 立 す る こ と等 の 勧 告 を行 った 。 当 時

の労働 党政 府 は,こ の勧 告 に 従 ってOBAを 新 設 す る意 向 で あ った が,1979

年5月 の政 権 交代 に伴 い,保 守 党政 府 は,財 政 上 の問 題 か ら,新 協 会 の設 立

に 代 え 既 存 のIBAを 第4チ ャ ンネ ル の運 営 主体 とす る こ とと し,1980年2

月,商 業放 送 法 改正 法 案 を 議 会 に 提 出 した。

この法 案 は,1981年 末 で 切 れ るIBAの 存 続 期 間 を1996年 末 まで15年 間
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延伸するとともに,新 チャンネルはITVの 場合とは異なった形の子会社に

よってIBAが 運営する旨規定 している。この子会社は広告関係業務は行わ

ず,放 送番組の調達と編成に当たるが,そ の際,番 組の相当部分は既存ITV

の番組制作会社やその関係団体以外の組織や人々によって提供され ることが

条件とされている。また,番 組の内容については,法 案は,IBAに 対 し,

既存ITVチ ャンネルではカパーされていない特定関心視聴者向けの内容や

教育的な内容を持 った番組を適当に盛 り込む とともに,番 組の形態及び内容

において実験的な試み も行い,新 機軸を編み出す ように努め,新 チャンネル

に独特の性格を与えることを確保するよう要請 している。政府は,こ の法案

をこの7月 までに成立させ,第4チ ャソネルを1982年 秋までに発足 させたい

としている。

フランスの放送事業は,文 化情報相の監督の下に運営 されているが,政 府

は,1980年1月,ラ ジオとテレビジョンの放送網の管理運用等を行 っている

フランス送信担当公社(TDF)の 監督権を郵電長官の手に移すことを決定 し

た。 この措置は,電 気通信とテ レビジョン放送に用いられる技術がますます

同じようなものになってきたため必要になったものであ り,今 回の電気通信

とテ レビジョンに対する監督権の一元化は,衛 星や文字情報放送システムな

ど新 しい通信技術に関するフランスの研究開発力の増進とこの分野における

フランスの技術や製品の輸出の進展に資するものとされている。


